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第２期定時株主総会の日程変更および継続会の開催方針に関するお知らせ 

 

当社は、2020 年６月５日開催の取締役会において、下記のとおり、第２期定時株主総会の日程

変更および継続会の開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 定時株主総会の日程変更および継続会の開催方針を決定した理由 

 当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当社グループの決算業務および会計

監査業務に通常より時間を要しており、現時点においても決算手続き、会計監査人の監査報告

の受領等の所定の手続き（以下、「決算関連手続」といいます。）が完了していないことから、

第２期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の日程を、当初の 2020 年６月 24 日開催

から本年６月 30 日開催に変更することといたしました。 

また、当社は、本年６月 30 日開催の本総会の目的事項のうち、報告事項「１．第２期（2019

年４月１日から 2020 年３月 31 日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監

査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「２．第２期（2019 年４月１日から 2020 年

３月 31 日まで）計算書類報告の件」（以下、「第２期報告事項」といいます。）に関しまして、

決算関連手続を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でありましたが、上

記のとおり決算関連手続が完了していないことから、当社は、本総会において第２期報告事項

をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。 

これに伴い、当社は決算関連手続が完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」

といいます。）を開催し、本継続会で第２期報告事項を報告するとともに、本継続会の日時お

よび場所の決定を取締役会にご一任いただくこと（以下、「本提案」といいます。）を本総会に

おいて株主の皆様にお諮りする予定であります。 

本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の

皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。 

なお、本継続会は本総会の一部でありますので、本継続会にご出席いただける株主様は本総

会において議決権を行使できる株主様と同一となります。 

 

 

 

 



２. 第２期定時株主総会の開催概要等 

（１） 第２期定時株主総会の開催概要 

a. 日  時 ： 2020 年６月 30 日（火曜日）午前 10 時 

b. 場  所 ： 石川県金沢市石北三丁目 16 番 10 号 当本社会議室 

c. 目的事項 ：  

報告事項 

１． 第２期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会

計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

２． 第２期（2019 年４月１日から2020 年３月31 日まで）計算書類報告の件 

※ 上記の報告事項は本総会ではご報告せず、本継続会においてご報告する予定です。 

 

決議事項 

第１号議案 剰余金の配当の件 

第２号議案 定款一部変更の件 

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件 

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 

第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および 

内容決定の件 

※ 上記の決議事項とは別に会社法第３１７条に基づき本総会の続行の決議をすることをお

諮りする予定です。 

 

（２） 第２期定時株主総会の継続会の開催概要 

a. 日時・場所 ： 本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかに   

お知らせいたします。 

b. 目的事項  ：  

報告事項 

１. 第２期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会

計監査人および監査役会（本総会の休会の時までに決算関連手続が完了せず、かつ、第

２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決された場合は、監査等委員会）の

連結計算書類監査結果報告の件 

２. 第２期（2019 年４月１日から2020 年３月31 日まで）計算書類報告の件 

 

 

 

 

 



（３） 新型コロナウイルス感染症の拡大抑制のための株主様へ要請事項 

近時、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強

く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本

総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、次のとおり、開

催させていただくことといたしました。 

● 株主総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大の状況や政府等の発表内容等により

対応を更新する場合がございます。当社ウェブサイト（https://www.svh.co.jp/）よ

り、発信情報をご確認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

● 新型コロナウイルスの集団感染のリスクを回避するため、経済産業省の「株主の皆様

へのお願い-定時株主総会における感染拡大防止策について-」に記載のとおり、健康

状態にかかわらず、極力書面によって事前の議決権行使をいただき、株主総会当日の

ご来場は原則お控えいただくよう強くお願い申し上げます。 

● 新型コロナウイルスの感染予防および拡散防止のため、例年よりも会場の座席の間隔

を拡げて配置することから、会場席数を大幅に減少させていただく関係上、経済産業

省・法務省の「株主総会運営に係るＱ＆Ａ」に基づき、本総会への出席について事前

登録制を採用し、事前登録者にのみご入場いただくことといたします。ただし、会場

席数の関係上、事前登録の希望者が多数となった場合は、公正な抽選により事前登録

者を選ばせていただき、事前登録をされていない株主様が当日ご来場いただきまして

も、会場にご入場いただけません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

● 当日の株主総会の議事は、開催時間を短縮する観点から、議場における詳細な説明は

省略させていただきます。事前登録のうえご出席される株主様におかれましては、事

前に招集通知にお目通しいただきますようお願い申し上げます。 

 

３．期末配当に関する事項 

本年５月 25 日付公表の「その他剰余金を原資とした期末配当に関するお知らせ」のとおり、

当社は、財務状況や将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、安定した配当を継続して実施

することを基本方針としております。 

当期末配当につきましては、かかる方針および当期の業績を総合的に勘案し、その他資本

剰余金を原資として１株当たり15円を実施させていただきます。なお、期末配当金に係る配

当基準日に変更はありません。また、効力発生日は、本年６月30日に変更しております。 

（参考） 

 決定額 
直近の配当予想 

（2019 年６月 10 日）

（ご参考）前期実績 

（2019 年３月期） 

基準日 2020 年３月 31 日 同左 2019 年３月 31 日 

１株当たり配当金 15 円 00 銭 25 円 00 銭 26 円 00 銭 

配当金総額 529 百万円 － 924 百万円 

効力発生日 2020 年６月 30 日 － 2019 年６月 28 日 

配当原資 資本剰余金 － 資本剰余金 

※ 純資産減少割合 0.024（小数点以下３位未満切り上げ） 



４．今後の見通し 

今後の見通しにつきましては、本年５月25日付公表の「2020年３月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」のとおり、2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染

症拡大による影響を現時点において合理的に算定することが困難であるため、未定とさせてい

ただいております。今後、業績予想の算定が可能となった時点で速やかに公表いたします。 

株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

 
以 上 


